
 

島根県知事 様（ＮＰＯ活動推進室） 

※電話番号は、県が問い合わせの際に使用させていただきます。 
（「寄附申込書」に記載された内容は、「しまね社会貢献基金」に関わる業務以外には一切使用いたしません。） 

しまね社会貢献基金への寄附申込書 
下欄に掲げる「しまね社会貢献基金に寄附をしていただくにあたっての留意事項」に同意しましたので、 

下記のとおり寄附を申し込みます。 

１ 寄附金額                          

２ 寄附金の使途の希望 
（必ず、本票の末尾に記載しております留意事項に御同意いただいた上で、お申し込みください。） 

☑ 団体希望寄附（「しまね社会貢献基金」登録団体のうち、特定の団体への支援を希望する寄附です） 

 

 

 

 

 

 

 

３ お名前などの公表について 
  あなたのお名前、住所（市町村名まで）、寄附金額を島根県のホームページで公表してよろしいですか。 

 ※ア～ウの中から、１つに〇をしてください。 

ア.公表してよい イ.公表しないでほしい ウ.氏名・住所は公表してよいが、寄附金額は公表しないでほしい 

 

ご住所 〒 

 

 

ふりがな 

お 名 前 企業・団体の場合は名称及び代表者名 

 

 

電話番号  メールアドレス  

ワンストップ特例制度の申請 寄附をしていただくにあたっての留意事項 

ア.希望する イ.希望しない ※いずれかに〇をしてください。 

※記入がない場合は「希望しない」として取り扱います。 

※ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等 

が、「しまね社会貢献基金」へ寄附される際に申請手続き 

を行うと、翌年の住民税が減税される仕組みです。 

・確定申告する必要がない給与職者であることが要件です。 

（年収 2,000万円を超える所得者や医療費控除等で確定申 

告する場合は、適用されません） 

・１年間の寄附先が５自治体以内の方に限ります。 

（１つの自治体に複数回寄附を行っても１件の寄附とします） 

 

①寄附金は、御寄附いただいた方の御希望を尊重 

して活用しますが、必ずしも希望通りにならな 

いこともあります。なお、その場合も寄附金を 

お返しすることはできません。 

 

②税制優遇を受けるためには、確定申告の手続 

きが必要となります。ただし、寄附者に特別な 

利益が及ぶと認められる場合は、優遇措置を受 

けられない場合があります。 

クラウドファンディング事業 

島根県ＮＰＯ活動推進室まで Fax,または郵送してください 

Fax:0852-22-5636 

住所:〒690-8501 島根県松江市殿町１番地 

島根県環境生活総務課ＮＰＯ活動推進室 宛 

円 （１円から寄附が可能です） 

支援を希望する団体名 

事業名 

特定非営利活動法人フードバンクしまねあったか元気便 

フードバンク事業（就学援助世帯への食品提供） 

あなたのお名前、住所、メールアドレス、寄附金額を、上記団体へ情報提供してよろしいですか。 

□提供してもよい（提供してもよい情報を、下記から全て選択してください） □全て提供しないでほしい 

ア.氏名 イ.住所 ウ.メールアドレス エ.寄附金額 （アは必須、イ・ウいずれかは選択必須） 


